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第 262 号 2022 年 1 月 6 日 
 
日 

◎「松原 5・6 丁目自治会」は、平成 17 年 1 月 12 日、世田谷区において、地方自治法第 260 条の 2 に 
基づき、地縁団体の認可を受けております。 

新年のご挨拶 

 
☆スズランの会 
   1 月 21 日（金）午前 10 時～12 時 

  ・フラワーボックス制作 ・「あんすこ」の話 

  ・健康まねき体操  

  ＊参加費 100 円、簡単な軽食つき。 

☆子育てサロン 
  1 月はお休み 

  

 

 令和４年２月上旬より開催が予

定されていました「せたがや梅ま 

つり」は、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止のため今回も

中止とすることが、「せたがや梅

まつり実行委員会」で決定いたま

した。 

 

   

 

 

自治会だより 
 

２０２２年元旦を迎えて 

松原５・６丁目自治会会長 大田一久 

 皆様 あけましておめでとうございます。健やかに新年を迎えられた 

こととお慶び申し上げます。 

 さて昨年もコロナに始まり、最後までコロナに翻弄された一年でした。 

その中でも記憶に残るのは賛否両論のなか行われた東京オリンピック、パラ 

リンピックでしょうか。良くも悪くも真夏の大冒険だったオリンピック。 

私の心に残ったのは、パラリンピックでした。パラアスリート達の目標に向かう汗と涙、

夢をつかむためのあきらめない姿勢、努力、全てが感動的でした。テニスプレーヤーの国

枝慎吾選手が「共生とか多様性をあえていわない社会にならなければ」と言った言葉が心

にしみました。 

松原には昔からなじみ深い都立光明学園があります。パラリンピックを通じてあらため

て学園と子供達との向き合い方を考え、見直すきっかけになればと考えます。 

 自治会活動も緊急事態宣言が解除された 10 月から自治会館での展覧会、梅丘中学校で

の避難所訓練、健康づくり部会の秋の歩こう会等限られた行事の中、多くの方に参加して

頂きました。来年度は感染状況を見ながら少しずつ活動を再開していく方向になると思い

ます。 

今年も自治会の目標である「絆を作り、絆を深め、絆をつなげていく」活動を実践して

いきたいと思います。皆様のご健勝とご多幸をお祈りして、新年のあいさつと致します。 

 

 

 

 

 

 

 

新 年 の ご 挨 拶 

自治会館での定例の活動 
 

 

せたがや梅まつり・開催中止 

※ 「歳末助け合い募金」の報告 

会員の皆様のご協力で、429,037 円の募金が集

まり、12月21日（火）世田谷区社会福祉協議会

にお届けしました。真心のご協力ありがとうござ

いました。 
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「松原まちづくりセンター」「松原あんしんすこやかセン 

ター」「社会福祉協議会松原地区事務局」では、以下の業務 

をそれぞれ扱っています。また暮らしや福祉の身近な 

相談もお受けしています。お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

  

松原まちづくりセンター・松原あんしんすこやかセンター・ 
社会福祉協議会 松原地区事務局・松原ふれあいの家は 
松原小学校に併設される新事務所に移転します！ 

 

※新事務所の入口は松原小学校正門の東側にあります。正門からは入れません。 

●移転日（業務開始日）：令和４年１月 31 日（月）●移転先：松原５-４３-２８ 

まちづくりセンター 
【窓口業務】 

身近な地区での相談、マイナンバーカードを用

いた自動交付機による住民票の写しや印鑑登録

証明書などの交付、窓口での住民票の写し印鑑

登録証明書・課税証明書（現年度のみ）の取次

ぎ発行、国民健康保険・後期高齢者医療・介護

保険の被保険者証の再発行、母子手帳の交付、

ごみ散乱防止ネットの助成、車いす・高枝切り

鋏の貸し出しなど 

【まちづくり・防災業務】 

町会・自治会等の地域活動団体への支援、青少

年健全育成や身近なまちづくり推進事業・ごみ

減量・リサイクルの取り組み、地区まちづくり

に関する相談・支援、防災意識の普及啓発、避

難所運営組織の支援など 

 

★窓口開設時間★ 

 月曜日～金曜日：午前８時 30 分～午後 5 時 

 土・日曜日、祝日、12 月 29 日～1 月 3 日は

休み 

 ☎   03-3321-4186 

 ＦＡＸ 03-5376-7032 

 

あんしんすこやかセンター 
（地域包括支援センター） 
高齢の方の介護や福祉に関する相談、介護保険や

区の保険福祉サービスの相談や申請受付、介護予

防に関する相談・支援と普及啓発講座開催、もの

忘れに関する相談、障害のある方や子育て中の方

などからの身近な相談 

★窓口開設時間★ 

 月曜日～土曜日：午前８時 30 分～午後 5 時 

 日曜日、祝日、12 月 29 日～1 月 3 日は休み 

 ☎   03-3323-2511 

 ＦＡＸ 03-5300-0212 

社会福祉協議会 
生活不安や困りごとの相談受付と窓口紹介、地域

の活動に参加したい方への支援、サロン・ミニデ

イなどの紹介と交流の場づくりのお手伝い、困り

ごと解決に向けたサービス創出やネットワークづ

くり、地域情報の発信 

★窓口開設時間★ 

 月曜日～金曜日：午前８時 30 分～午後 5 時 

土・日曜日、祝日、12 月 29 日～1 月 3 日は

休み 

 ☎   070-3946-9795 

 ＦＡＸ 03-6733-7910 

 

《松原ふれあいの家》⇒「松原ふれあいルーム」

に改称※担当は北沢地域社会福祉協議会事務所 

☎   03-5787-8537 

 ＦＡＸ 03-5787-8533 

尚、松原まちづくりセンターの内覧会が１月２３日（日） 

午前 10 時 40 分～午後 0 時 30 分に行われます。 

【ミニコミ紙「まつばらだより 第８６号」より】 
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日本では新型コロナウイルスの感染者数が大幅に減少。町に安堵感が漂ってきています

が、オミクロン株とやらも出現、安心できませんね。さて 11 月 24 日の水曜日に行われ

た恒例の秋の花の植え替えには 1 年ぶりに保育園児も参加し 

てくれました。松原北保育園と松原保育園の園児たちです。  

最初に北沢公園管理事務所のお姉さんから手順を説明し 

てもらい、あとは配られたスコップを手に割り当てられた 

花壇の土を掘り起こし、保育園の先生や町のおばさん、 

おじさん達に助けられながら苗木と球根を無事に土の中に 

植えこみました。 

パンジー、ビオラ、ノースポールの苗木とチューリップの球根でした。またこのイベン

トを楽しみにお友達で誘い合わせ 4 人で参加してくださったご婦人方もいらっしゃいまし

た。いつも担当されている常念寺の脇の花壇を松原で一番きれいな花壇にしようという意

気込みで植えた後の日頃の手入れにも気を配っていらっしゃるそうです。 

住人の方々に愛される素敵な町の花壇でありますように！ 

（緑化・環境衛生部 三橋直子） 

花壇の花の植え替え（秋）を実施 

現在は総合支所のくみん窓口・出張所・専用窓口でマイナンバーカードの申請受付をして

いますが、より身近なところで手続きができるよう、まちづくりセンターで「マイナンバー

カードの申請受付」を実施します。 

 

● 日 時：令和４年 2 月 9 日（水）・午前 10 時～11 時 30 分 

                 ・午後 1 時～3 時 30 分 

● 会 場：松原まちづくりセンター活動フロアー（松原 5-43-28） 

● 申込方法：「世田谷マイナンバー制度コールセンター」で受付日時 

●      をご予約ください。 

● 受付内容：・必要な持ち物（通知カード・住民基本台帳カード 

《共にお持ちの方のみ》、本人確認書類）を持ってご本人がお越しください。 

・申請に必要な顔写真は当日無料で撮影します。 

・マイナンバーカードは１～2 か月後に「本人限定受取郵便（特例型）」でご  

ご本人のご自宅へ送付します。 

 

※ くみん窓口・出張所・専用窓口でも引き続きマイナンバーカードの申請受付をしています。 

 世田谷区マイナンバー制度コールセンター 

☎ 03-5713-7428（月～日曜 午前８時～午後６時  

＊祝日・12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

                            

 

 

 

 

マイナンバーカードの申請受付臨時窓口のお知らせ 

[新しい事務所] 
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[編集後記] ・昨年１０月に緊急事態宣言が解除され、自治会としても感染対策をとりながら活

動に取り組むことができました。令和 4 年は感染第６波が広がらないことを祈りつつ、地域

のための共助の活動を行っていく所存です。本年も宜しくお願いします。 

・松原まちづくりセンター・あんしんすこやかセンター・松原地区社協等が松原小学校に併設

される新事務所に移転することになりました。行政・福祉の拠点が一か所にまとまることに

なり、地域住民にとっては便利になりありがたいことです。        （編集係）                     

        

 

 

 

１６. 地名の由来 

➄ 山下―北に赤堤砦の台地（松原の歴史⑬で紹介）、南に殿山（旧字名） 

の台地があり、はさまれた山の下の低地の意である。 

   ※東急世田谷線の山下駅、山下商店街として「山下」が残っています。 

⑥ 前田―山下駅の北東部の商店街などのある低地一帯の旧字名。赤堤砦 

の前の田の意で服部家の自作田があった。 

⑦ 北沢窪―現在の梅丘駅周辺から南部にかけての低い所を北沢窪といった。羽根木通り

が梅丘駅北側の北沢川・古事記橋を渡ってすぐに、昔は番所があって、世田谷城

の北の入口を固めていた。そしてさらに西に百メートル程行った左側には「お仕

置き場」があった。罪人の首を切ったりしたところである。 

⑧ 代田橋―玉川上水に甲州街道の橋がかかった所をいう。この橋は今はない。「だいた

らぼっち」の巨人伝説があり、巨人が一夜にしてかけた橋だといい、近くに代田

などの地名がある。 

⑨ 上北沢―北沢は世田谷郷の北にある沢の意で、北沢が上・下に分断して、上北沢と下

北沢になった。 

⑩ 経堂―徳川幕府の医師・松原弥右衛門が漢方の医書を多数蔵していたが、屋敷に僧を

迎えて菩提寺として「経堂山福昌寺」を建てた。住民は医書を経本と思い、寺と

した屋敷を「経堂」と呼んだのが地名となった。このあたりを経堂在家村といっ

た。福昌寺は経堂駅の近く南側にある。 

⑪ 閻魔堂（えんまどう）の坂―松原６丁目21番地一帯や南側一帯に「半田塚共有墓地」

（126坪）と閻魔堂（十王堂）、十三仏堂などがあったと松沢村史などに記録が

あるが、明治７年（1874年））松原村は財政困難となり、閻魔堂は金五両と酒

を添えて、区内淡島の森厳寺に移管し廃堂とした。その真っ赤な閻魔様はとても

立派であった。 

     このお堂のあった東側の道路は「松原大山通り」と愛称が区できめられ、南へ

下る坂道を「閻魔堂の坂」という。またこのお堂の前の道路には「のとぼうの悲

話」が昔から伝えられている。   （「松原の昔 №7」大庭伊兵衛編より） 

事務局 松原 5・6丁目自治会 自治会館 
156-0043 松原 5-8-11 TEL・FAX 3321-2422 
※ 自治会ＨＰのアドレス及びＱＲコード  
https://matsu56jichikai.jimdofree.com/ 

 

 

地名の由来の続編です。現在では地名として使われていないものもありますが、松原またその

周辺の歴史を知るために興味深いものがありますので紹介したいと思います。 

 

 

https://matsu56jichikai.jimdofree.com/

